
⑤「森林の土地の用途」欄を新設

森林法施行規則及び告示様式改正案の内容（所有者の国籍の追加）

○国籍等の情報は、林地台帳にも同様に記載
※市町村におけるシステム改修等を考慮し、施行は令和９年度

○ 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」の記載事項に、所有者の国籍を追加（告示改正）

○ 併せて、林地台帳の記載事項も同様の措置を実施（省令改正）

○ 届出書様式の改正は令和８年４月１日に、林地台帳記載事項の改正は令和９年４月１日に施行

現行の所有者届出書の記載事項
（森林法第10条の７の２、農林水産省告示） 改正内容

①新所有者の氏名※、住所、電話番号
※法人の場合は名称及び代表者氏名

②所有者となった年月日

③所有権移転の原因（相続、売買）

④土地の所在（市町村・字・地番）、面積

①に以下の記載事項を追加

○新所有者の国籍 ※

※法人の場合は設立準拠法国

○法人の場合は、更に以下を追加
・代表者の国籍
・役員及び議決権保有者について、同一
国籍者が過半を占める場合、その国名

○新所有者のメールアドレス

○住所が国外の場合は国内の連絡先
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